
図―1 圃場の様子（一部）

1. はじめに

今回，苗木生産者という立場で実績も踏まえながら話題提
供を行った（図―1）。基本的には苗木生産を主として行って
いるのだが，植生調査を行える技術もあるため植生から見た
地域性についての提案を行った。近年，このような話題は各
方面から聞いてはいるものの，なかなかこれといった決定打
が無いという背景がある。筆者からは過去に環境省などが植
物の地域性について提案したものも交えながら話をした。

2. トレーサビリティを確保した事例について

2.1 生産者が行なっているトレーサビリティについて
基本，生産者は自社が持つ圃場の近くで採取できる種から
苗木生産を行う。他にも種子販売会社から購入することもあ
るが，購入を行うと苗木販売単価にも影響することから出来
る限り自ら調達することが多い。また，木本植物の種子を同
業者間で購入することもあるが，採取地域や年によって発芽
率が大幅に変化する時もある。近年では演題にもあるように
トレーサビリティ要求の増加に伴い，生産者の中には種子採
取を行った場所の位置情報を GPSなどで記録する者もいる。
このような事が日常で行われることによって，緑化用種苗の
トレーサビリティの質が向上すると思われる。今回の話題提
供では筆者が今までに緑化用種苗のトレーサビリティについ

て求められた事例をいくつかに分けて紹介した（図―2）。
2.2 トレーサビリティを確保した事例について
1つ目に大手ゼネコンからトレーサビリティを要求された
事例があり，この場合は設計段階から話をいただいたので導
入植物の市場調査を行い，その上で植物材料の入手・育苗を
行なった（図―2）。どの地域から種子を採取するのが好まし
いのか，種類によって地域性を分ける必要があるのか等の話
を吟味することも可能であった。また，数年後に出荷する規
格についての要求にも応える事が出来た。この事例について
は緑化用種苗のトレーサビリティを確保でき，今後もこのよ
うな早い段階から生産者などに伝えることで実現可能になる
と思われる。2つ目は地方ゼネコンからトレーサビリティを
要求された事例があったが，前文に比べると出荷まで約 1
年期間が短いものであった（図―2）。木本植物については，
同業者も含め圃場で現在生育させている苗木を中心に市場調
査を行った。出荷する規格については現在圃場で育てている
ポット径よりも大きかったが，この事例ではポット径が大き
いものに植え替える鉢替えという作業も可能であった（図―
3）。草本植物については出荷までに発芽から育成までの期間
が確保できたので，種子採取と播種を行い発芽率が悪い種類
に関しては株分けなどを行った。草本植物は育成スケジュー
ルが木本植物と違うので植栽計画を立てる際には注意が必要
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である。草本植物は種類や規格にも左右されるが，ポット径
が 7 cmや 9 cmなどであれば早い段階で出荷する事が可能
である。ポット苗の根が充実してないものは出荷が難しい
が，今回のケースでは草本植物については種子採取から行
い，根が充実しているポット苗を出荷する事ができた。木本
植物の場合は各生産者の圃場で生育させている苗を調達する
ため，圃場で生育させている個体数が希望納入数に満たない
場合はトレーサビリティが確保できない場合もある。3つ目
に造園会社からトレーサビリティを要求された事例があり，
この場合は出荷（植栽）までに時間が無く，トレーサビリティ
を要求されても応えられない事が多い（図―2）。例えば，長
野県産のポット径 10.5 cmで高さ 50 cmのウツギが欲しい
と言われても，受けた側としては長野県に圃場を持っている
生産者に問い合わせをすることしかできない。その場合，2
つ目の事例で行った鉢替えも出来ないため，規格は現状のま
ま出荷ということになる。また，種類によっては元々生産が
少ないものもあるため，さらにトレーサビリティの確保が難
しい時がある。このように，設計段階など出荷（植栽）まで
に期間が長く，余裕がある場合はトレーサビリティを確保し
やすくなる。市場調査を行い植物材料がなくとも種子採取，
株分け，挿し木などの栽培方法を行う事でトレーサビリティ
を確保することも可能である。それとは反対に植栽までに期
間が短く，余裕が無い場合は市場に流通している苗でしか対
応ができず，トレーサビリティを確保する事が困難である。

3. トレーサビリティ認定団体について

現在，様々な団体が地域性やトレーサビリティについて認
定を行っているが，今回は筆者が依頼した「一般社団法人
生物多様性保全協会」について話した。手順としては，制度
の理解と必要資料と提出書類把握（事業者），採取から出荷
までの認定対象となる工程の記録（事業者），申請書の作成
（事業者），申請書の提出（事業者から当協会（認定委員会）
へ），事業所認定審査（当協会審査員），製品認定審査（当協
会審査員），認定書の発行（当協会（認定委員会）から事業
者へ）となっている。この申請書の中では圃場の設備なども
記載する必要があり，最終的には審査員が直接圃場に来て判

断を行う。手続きとしては少し手間がかかると思う人もいる
かもしれないが，トレーサビリティを第三者が認定するに
は，このような手順は最低でも必要であると思われる。近年
では，この認定が公共事業の特記事項にも記載されることも
あるので，生産者も含め各業者は留意しておくべきである。
生産者として，「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確
保するのか」について纏めると 3つの項目が必要だと考え
られる。 1つ目として GPSや採取写真など【採取地の情報】，
2つ目として圃場の施設情報など【育成地の情報】，3つ目と
して生育中の情報など【育成中の情報】，従って日頃より履
歴の分かる生産体制を整えておかなければならない（図―4）。

4. 地域性について

4.1 地域性区分について
近年，トレーサビリティと共に地域性については沢山の議
論が交わされているが，今もなお決定打が出ていないのが現
状である。話題提供として，「地域性区分について」，「過去
の地域性区分について」，「植物社会学を応用した地域性区分
の提案」について話した。地域性区分については「何のため
に地域性を重視するのか，いつから樹木を移動させてきたの
か，地域性を守らないことで何が起きるのか」の 3点につ
いて話をした。1点目については，植栽後に健全な生育を促
すため，他にも遺伝子の撹乱を防ぐためなど様々である。2
点目は，古くは平安時代から移動させており，江戸時代では
特に移動させていたとされる。3点目は，筆者も未だに確認
できていないが想定外の事が起きるとされる。（例えばネズ
ミモチとトウネズミモチが交雑する可能性があるかもしれな
い。図―5，6）。過去の地域性区分については，平成 19年度
に作成された「地域性在来緑化植物の供給体制整備に関する
検討調査委託業務報告書」を参考に話をした1）。これはイン
ターネット上で公開されており，その中の一部で過去にどの
ような地域性区分が行われていたか綺麗に整理されていたの
で紹介した。
4.2 過去の地域性区分について
過去の地域性区分として，「日本植物区系」，「林業種苗法
種 苗配布区域」，「生物多様性保全のための国土区分（試

図―3 同じタブノキでも規格を変えて育成することができる 図―4 日頃から履歴の分かるような種子管理をする様子
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案）」，「植生帯のエリア」，「ESUの考え方に基づく日本の温
帯性緑化用苗木適用のための国土区分試案」があげられてい
る（図―7）。その区分に使用された主な指標は，「気候」，「地
史」，「植生」，「遺伝子」である。この中でも，過去の地域性
区分で全部に丸がついている「植生」に着目して話をした（図―
8）。日本の植生は過去に隅々まで調査されており，ある環境
にはそれに対応した植物群落が出現する傾向があることも判
明している。これを体系化して纏めた学問として植物社会学
が存在し，植生図にはじまり生態学的緑化や植生復元など，
その活用と応用は多岐に渡り現在も発展し続けている2）。し
かし，植生調査や組成表の作成・解析には植物同定能力や野
外調査など技術と経験が必要なのも事実である。
4.3 植物社会学を応用した地域性区分の提案について
今回は組成表と植物社会学を活用した新しい地域性区分の
提案について話をした。組成表は縦軸に調査区内で出現した
植物名，横軸に調査箇所の標高や斜面方位などの立地環境を
記載する。基本的に調査区内で出現した植物名を記載するた
め，植物の大まかな分布を読み解く事ができる。組成表は国
や地域の違う組成表と組み合わせることで，植物地理学など
にも応用することができる。野外に出現する多くの植物と植
物群落は日本の多様な自然環境下に成立しており，今日まで
に幾度となく種分化と分布の拡大と縮小を行ってきた。組成
表に記載されている植物と植物群落はそのような今までの変
遷を反映しており3）。従って，その分布域内では植物たちは
自ら移動する事ができると考えられ，現在も様々な種子散布

図―5 葉 左：在来種ネズミモチ 右：外来種
トウネズミモチ

図―6 種 左：ネズミモチ（溝無し） 右：トウ
ネズミモチ（溝有り）

図―7 過去の地域性区分について
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図―9 日本のスダジイ群集の分布図（一部）

図―8 ミミズバイ―スダジイ群集の組成表
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などを通して移動している。例えば，スダジイは九州から東
北地方まで自分達で移動して現在のスダジイ林を形成してき
た。しかし，日本にあるスダジイ林の中でも地域によってス
ダジイ林内に出現する種類（種組成）が変化するため，地域
によってスダジイ林から受ける雰囲気や印象が異なる。例え
ば，ミミズバイ―スダジイ群集と名付けられた群集は太平洋
側に出現する傾向にあり，ヤブコウジ―スダジイ群集は日本
海側に出現する傾向がある（図―9）。それぞれの林分（群集）
には特徴的に出現する種類があり，それは各植物の分布域と
対応している。両方の群集に出現する種類（共通種）につい
ては，その分布域内であれば植物たち自ら移動できると考え
られる。初期緑化目標群落，最終緑化目標群落のどちらかミ
ミズバイ―スダジイ群集になった場合，その植物群落の分布
域内であれば群落を構成する植物たちは自ら移動することが
できるので，その分布域内で人間が植物を移動させても大き
な問題はないと考えられる。これにより，今まで作成された
植生図や組成表を活用できるだけでなく，日本の自然環境下
で植物たち自ら決めた分布域を反映し守る事ができる（図―
9）3）。さらに組成表には現在緑化植物として流通している種
類の殆どが記載されており，活用するには適していると言え
る2）。
現在，様々な遺伝子から解析した植物の地域性について研

究が進められ，それを活用した植物の流通地域を制限する提
案もあるが，生産者としてそれでは経済的に成り立たないこ
とがある。また，例えばスダジイを九州内しか流通してはい
けないとなった場合，よく円グラフで表される遺伝子情報は
将来九州の遺伝子情報で大半が埋められる可能性がある。生
物多様性の概念にある「生態系の多様性・種の多様性・遺伝
子の多様性」を考慮すると，植物の流通（人為的影響）が上
記を大きく変えなければ，範囲内であれば大きな問題ではな
いと思われる。むしろ，今までの様々な気候変動と天災を乗
り越え何百年・何千年かけて生き残った植物が創り上げた自
然に我々自ら足を運び，現場を元に考えなければいけない岐
路に立っていると思われる。
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